
健康日本21福岡市計画
（原案）

【概要版】
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１．計画の位置づけ

第９次福岡市基本計画

福岡市保健福祉総合計画

健康日本21福岡市計画

目標１ 一人ひとりが心豊かに暮らし、元気に輝いている

【計画期間】平成25～32年度（平成29年度に中間見直し）
【 性 格 】健康増進法に基づく市町村健康増進計画

前計画に掲げた93項目の健康目標の

うち全体の6割で改善、具体的には食育

への関心や歯の健康、心疾患死亡率な

どで改善がみられました。小学校区で

推進する「校区健康づくり実行委員

会」等での活動数も着実に伸び、

ウォーキング人口もこの10年で27万

人から39万人に増加しました。

一方で、女性の健康づくりに関する

項目であまり改善が進んでいない状況

も見られます。

健康目標の結果 ●健康目標の６割が改善

健康日本21福岡市計画（案）の概要

２．前計画の結果（平成13年度策定～平成24年度終了）

施策1‐3：一人ひとりが健康で、生涯元気に活躍できる社会づくり
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３．健康づくりを取り巻く状況

＊福岡市の社会状況

●人口の４分の１が高齢者（平成32年）

●全世帯の半数以上が単身世帯（平成32年）

●社会保障関係費は今後10年間で3割以上増加

●第３次産業従業者が全体の85％を占める

＊生活習慣病等に関する課題

●医療費の４割が生活習慣病

●要介護原因の６割が生活習慣病と

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

●女性の要介護認定者は男性の2.5倍

要介護状態になった原因 （平成２２年度）

要介護認定者数の状況（要介護2～5） （平成２４年７月末現在）

128 128



＊基本理念

健康は，市民が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしていくための基礎で
あり，まず市民一人ひとりの健康づくりの取組みが重要です。

健康日本２１福岡市計画では，市民の自主的な健康づくりを支援するため，
健康づくりに取り組みやすい環境づくりを進めるとともに，さまざまな機関・
団体等と連携し，家庭・職場・地域など，福岡市のあらゆる場面で健康づくり
を進めます。これらを通じて健康福祉のまちづくりの実現をはかります。

健康福祉のまちづくりの実現のためには市民一人ひとりの健康づくりが大切で
あり、次の理念に基づいて「健康日本２１福岡市計画」を推進していきます。

＊基本方針

４．計画のめざす姿
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５．施策体系
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６．重点施策

７．推進体制

（１）健康づくりチャレンジ事業の推進

健康づくりポイント制度
通信型健康づくり事業
健康づくりの都市間交流

（２）「福岡市健康づくりサポートセンター」を核とする生活習慣病対策の推進

（３）「たばこ行動指針」の改定と喫煙・受動喫煙対策の推進

（４）子どもや女性の健康づくり推進

（５）健康出前講座の実施

（６）魅力的な活動の場づくり

（７）継続的なデータ把握と施策展開の仕組みづくり
健康づくりモニターの募集
行政・企業・研究機関等による健康づくりプラットフォームの構築

乳幼児期

市民のライフステージや暮らしの状況に応じた健康づくりのアプローチ

学齢期 成人期 高齢期

男性・女性 / 単身世帯・二人以上世帯 / 働いている人・働いていない人

元気な人・病気がちの人 / 地域で活動する人・地域と関わりの薄い人

男性・女性 / 単身世帯・二人以上世帯 / 働いている人・働いていない人

元気な人・病気がちの人 / 地域で活動する人・地域と関わりの薄い人

福岡市
保育所・幼稚園・学校

市民団体・ＮＰＯ団体

企業

マスメディア

医療保険者

保健医療関係団体

保健福祉局
総務企画局
こども未来局

市民局
住宅都市局
道路下水道局
教育委員会

他

区役所・
保健福祉
センター

健康づくり
サポート
センター

関係団体による健康づくり推進組織

健康日本21福岡市計画推進会議

区レベルの各種団体による
健康づくり推進組織

校区の各種団体による
健康づくり推進組織

校区健康づくり実行委員会

区健康づくり実行委員会
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８．分野別健康づくり指標一覧

※福岡市国民健康保険の特定健診等実施計画（平成25～29）についても，健康日本21
福岡市計画の中で一体的に策定

※
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